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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
の
方
へ

人
間
ド
ッ
ク
費
用
一
部
助
成

の
追
加
募
集
の
申
請
受
付

　
本
市
の
国
民
健
康
保
険
や
後

期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
人
間

ド
ッ
ク
等
を
受
診
さ
れ
る
方

へ
、
疾
病
の
早
期
発
見
及
び
健

康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

申
込
種
別　
一
般
ド
ッ
ク
（
日

帰
り
・
宿
泊
）
及
び
脳
ド
ッ
ク

（
日
帰
り
）

受
診
期
間

10
月
１
日
（
火
）

〜
令
和
２
年
３
月
31
日
（
火
）

対
象

○
国
民
健
康
保
険
の
35
歳
以
上

の
被
保
険
者
で
、
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
無
く
、
特
定
健

診
を
受
診
し
て
い
な
い
方

○
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
に
未
納
が
無
く
、
健
康
診
査

を
受
診
し
て
い
な
い
方

検
診
機
関　
対
象
と
な
る
医
療

機
関
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
請
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

助
成
額　
ド
ッ
ク
費
用
の
２
分

の
１
相
当
額
（
千
円
未
満
切

捨
、
年
度
内
１
人
１
回
、
限
度

額
２
万
円
）
※
医
療
機
関
で
助

成
額
を
差
し
引
い
た
自
己
負
担

額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

定
員

　
国
民
健
康
保
険　
70
人　

　
後
期
高
齢
者
医
療　
70
人

（
い
ず
れ
も
定
員
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
）

申
込
・
受
診
方
法

　
所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
押
印
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不

可
）
の
う
え
、
申
請
期
間
中
に

次
の
申
込
先
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
申
請
書
は
、
９
月

２
日
（
月
）
か
ら
本
庁
保
険
医

療
課
、
各
総
合
支
所
の
市
民
生

活
課
で
配
布
し
ま
す
。（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）

　

助
成
が
決
定
し
た
方
に
は
、

９
月
下
旬
に
市
よ
り
「
人
間

ド
ッ
ク
検
診
券
」
を
郵
送
し
ま

す
。
そ
の
後
は
、
申
請
書
に
記

入
し
た
検
診
機
関
に
ご
自
分
で

直
接
予
約
を
し
、
検
診
券
と
被

保
険
者
証
、
自
己
負
担
額
分
の

検
診
代
金
な
ど
を
お
持
ち
の
う

え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
外
に
転
出
し
た
場
合
や
、

検
診
を
受
け
る
前
に
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
助

成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
特
定
健
診
（
健
康
診
査
）

と
重
複
し
て
受
診
し
た
場
合
は
、

助
成
金
を
返
還
し
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

９
月
17
日
（
火
）

〜
24
日
（
火
）
ま
で

申
込
先

○
窓
口　
保
険
医
療
課
ま
た
は

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

○
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
役
所　

保
険
医
療
課
あ
て

（
９
月
24
日
（
火
）
必
着
）

FAX  

（21）
２
６
７
９

問
保
険
医
療
課（
本
庁
舎
２
階
）

国
民
健
康
保
険
☎
（21）
２
１
３
１　

後
期
高
齢
者
医
療
☎
（21）
２
１
３
７

障
害
基
礎
年
金
の
ご
案
内

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

概
要

　
障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
病

気
や
ケ
ガ
の
『
初
診
日
が
65
歳

未
満
』
の
方
が
、
一
定
の
障
が

い
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
額
（
年
額
）

１
級  

９
７
５
，
１
２
５
円

２
級  

７
８
０
，
１
０
０
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異

な
り
ま
す
。

年
金
受
給
要
件

　

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち

保
険
料
の
未
納
が
３
分
の
１
以

上
あ
る
場
合
は
、
障
害
基
礎
年

金
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。（
た

だ
し
、
初
診
日
が
平
成
38
年
３

月
31
日
ま
で
に
あ
る
と
き
は
、

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

で
の
１
年
間
に
未
納
が
な
け
れ

ば
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

必
ず
事
前
に
ご
相
談
を

　
初
診
日
が
国
民
年
金
期
間
中

又
は
20
歳
前
の
場
合
の
相
談

は
、
問
合
先
へ
初
診
日
と
通
院

歴
を
お
調
べ
の
う
え
年
金
手
帳

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
初
診
日

が
厚
生
年
金
期
間
中
又
は
第
３

号
被
保
険
者
期
間
中
の
場
合
の

相
談
先
は
、
年
金
事
務
所
に
な

り
ま
す
。

問
保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

令
和
元
年
度
栃
木
市
交
通
安

全
市
民
大
会

　
市
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安

全
意
識
を
高
め
、
交
通
ル
ー
ル

の
遵
守
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上

を
図
る
た
め
、
交
通
安
全
市
民

大
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
あ

ら
た
め
て
交
通
安
全
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
ぜ
ひ
、皆
様
お
誘
い
の
う
え
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時　
９
月
28
日
（
土
）
14
時

〜
16
時

場
所　
栃
木
文
化
会
館（
旭
町
）

対
象　
ど
な
た
で
も

内
容　

一
部:

式
典
、
二
部:

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

出
演:

栃
木
県
警
察
音
楽
隊

定
員　
１
，
２
０
０
人

入
場　
無
料

申
込　
不
要

問
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

秋
の
交
通
安
全
運
動

９
月
21
日（
土
）〜
30
日（
月
）

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
交
通
安
全
運
動
を
実

施
し
ま
す
。

　
交
通
マ
ナ
ー
を
遵
守
し
、
交

通
事
故「
０
」を
目
指
し
ま
し
ょ

う
！

問
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

敬
老
祝
金
の
お
知
ら
せ

　
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献

し
て
き
た
高
齢
者
の
長
寿
を
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
お
祝
い

す
る
た
め
、
敬
老
祝
金
を
支
給

し
ま
す
。

対
象
者
及
び
支
給
金
額

　

９
月
１
日
に
お
い
て
、
栃

木
市
に
引
続
き
１
年
以
上
住

所
を
有
す
る
方
で
、
平
成
31

（
２
０
１
９
）
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
、
次
の
誕
生
日
を
迎
え
る

方85
歳
（
昭
和
９
年
４
月
１
日
か

ら
昭
和
10
年
３
月
31
日
の
間
）

…
１
万
円

90
歳
（
昭
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
昭
和
５
年
３
月
31
日
の
間
）

…
２
万
円

95
歳
（
大
正
13
年
４
月
１
日
か

ら
大
正
14
年
３
月
31
日
の
間
）

…
３
万
円

１
０
０
歳
（
大
正
８
年
４
月
１

日
か
ら
大
正
９
年
３
月
31
日
の

間
）
…
10
万
円

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
８
年
３

月
31
日
以
前
）
…
５
万
円

支
給
期
間

令
和
元
年
９
月
か
ら
随
時

※
対
象
者
に
民
生
委
員
等
が
直

接
お
渡
し
に
伺
い
ま
す
。

問  

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
２

巴
波
川
一
斉
清
掃
の
実
施

　
巴
波
川
一
斉
清
掃
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す

主
催
　
栃
木
市
河
川
愛
護
会
、

自
治
会
連
合
会
、
地
域
ク
リ
ー

ン
推
進
員
連
合
会

協
力
団
体
　
栃
木
市
建
設
業
関

連
団
体
連
絡
協
議
会

日
時　
９
月
28
日
（
土
）
７
時

〜
８
時

場
所　
蟹
田
橋
（
大
町
）
〜
Ｊ

Ｒ
両
毛
線
高
架
橋

問  

栃
木
市
河
川
愛
護
会
事
務

局
（
道
路
河
川
維
持
課
内
）

　
　
　
　
　
　
☎
(21)
２
４
０
８

工
事
に
伴
う
岩
舟
駅
西
側
踏

切
の
通
行
止
め

　
岩
舟
町
静
地
内
の
駒
場
街
道

踏
切
の
拡
幅
工
事
の
た
め
、
工

事
期
間
中
、
駒
場
街
道
踏
切
の

交
通
規
制
を
行
い
ま
す
。
９
月

か
ら
12
月
ま
で
の
期
間
は
、
終

日
通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
歩
行
者
は
昼
間
の
み

通
行
で
き
ま
す
。
令
和
２
年
１

月
か
ら
３
月
ま
で
の
期
間
は
、

夜
間
通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

日
時　
９
月
〜
令
和
２
年
３
月

ま
で

場
所　
栃
木
市
岩
舟
町
静
地
内

問
道
路
河
川
整
備
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
８
４

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

お
知
ら
せ

通行止め箇所図

地理院タイル（標準地図を加工して作成）

通行止め区間

N

９月９日は救急の日
医療機関の適正な利用にご協力ください
　近年、「平日・昼間は仕事があるから」「昼間は病院が混んでいるから」など
の理由で、休日や夜間に救急病院を受診する方が増えていますが、緊急性の高
い患者さんの治療に支障をきたすだけでなく、救急医療にたずさわる医師や医
療スタッフの負担となり、救急医療体制を維持できなくなるおそれさえありま
す。
　そうならないためには、適正な医療機関の受診や救急医療の利用について、
一人ひとりの心がけと協力が必要です。救急医療の利用について正しく理解し
ていただくとともに、今後とも、地域の救急医療を守るためのご協力をお願い
いたします。

普段から心がけていただきたいこと
①なるべく医療機関の通常の診療時間内に受診し
ましょう。
②「かかりつけ医」をもちましょう。病気になっ
たときの初期治療や、健康に不安を感じたときに
相談できる、身近な医師を探しておきましょう。
③休日や夜間の急な病気で比較的症状の軽い方
は、栃木地区急患センターをご利用ください。

栃木地区急患センター
　「栃木地区急患センター」は栃木市が設置し、栃木市医師会に指定管理施設と
して運営を委託しています。医師は開業医による当番制で、自身の診療所終了
後に駆けつけ、毎日多くの患者さんの診療に当たっています。急患センターの
利用は恒常的に多く、平成３０年度の患者数は延べ 7，００１人にもなります。
　今後も、栃木地区の初期救急の要である「栃木地区急患センター」が安定し
て医療を提供できるよう、適正な利用にご理解とご協力をお願いいたします。

問 健康増進課　☎（25）３５１１


